
～水害にあったときに～「被災住宅応急復旧研修会」

令和４年台風第１５号における
相談対応について

日弁連 災害復興支援委員会     副委員長
静岡県弁護士会 災害対策委員会

         弁 護 士・防 災 士 永 野 海

みらいちゃん はなたろう まもるくん

ひさぽ で検索！

支援制度のツールは
ここからすべて

ダウンロードできます



台風１５号でどのような相談が弁護士
や建築士などの専門家に寄せられたか

（今日の流れ）

水害後の在宅避難生活の実態と
支援制度を活用した住まいの修繕

建築技術者の皆さんに知ってほしい
罹災証明の判定変更のポイント
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 令和元年台風１９号（東日本台風）

 令和３年熱海土石流災害

 令和４年台風１５号

 令和５年台風２号

静岡県災害対策士業連絡会

士業連絡会が現地相談を実施した災害

この５年間で４回も現地相談が
必要になる災害が発生しました

 法律 弁護士会、司法書士会、行政書士会、社会保険労務士会

 建築 建築士会、建築士事務所協会、日本建築家協会

 税務 税理士会、公認会計士協会

 不動産 土地家屋調査士会、不動産鑑定士協会

 技術 日本技術士会

被災者支援のために平成１５年８月に設立 １２団体が加盟
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令和元年台風１５号支援 （相談支援継続中）

弁護士会実施の
電話無料相談 約２５０件

士業連絡会実施の
役所内無料相談 約１１００件

被災地区での
説明会・相談会 約２５０名

相談対応件数

相談対応件数

参加いただいた被災者数
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法律相談の前に
家の被害、今後の

住まいや生活の問題
にたくさんの人が
苦しんでる・・・

ご相談トップ４

出典：令和４年台風１５号での静岡県災害対策士業連絡会及び静岡県弁護士会による被災者相談の統計データ

令和４年台風１５号（静岡） 多かった相談は何か
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ある日突然
自宅が被災

当面の住まい
確保の問題

修理？

建替え？

引越し？

最終的な住まい
再建方法
を考える

引越し

家の新築・購入

公営住宅

災害を機に
高齢者施設へ

住まいの再建

賃借物件の契約修理完了

住まい再建までの道のり

© 2023 弁護士永野 海 6



被災後 危険な在宅避難が主流になる原因

水害で被災

・数が少ない
・場所が遠い
・上層階に上れない
・ペット禁止

公営住宅の
一時入居

応急仮設住宅
（特にみなし仮設） ・提供自体、災害

次第で不透明
・提供されても遅く、
間に合わない

車中泊や知人
・親せき宅 ・肉体的、精神的

負担
・数日から１週間
程度が限界

避難の
選択肢

その結果

災害関連死リスク 増加

浸水した家
での過酷な
生活を選ぶ
ほかない

（在宅避難）

避難所もなぜ
か閉鎖されて

しまって
使えないね・・
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浸水した家
での過酷な
生活を選ぶ
ほかない

（在宅避難）

在宅避難者の住まい再建と支援

被災直後

家財廃棄・泥だし
清掃・乾燥など

ボランティア
の支援がある

建物の修理・
応急対応

そのあと

ボランティア
の支援が乏しい
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在宅避難者の
住まい修理と

支援制度

大
規
模

半
壊

中
規
模

半
壊

応急修理制度
（災害救助法）

７０．６万円

半
壊

準
半
壊

一
部

損
壊

り災証明の判
定が上がると
支援金額が
増えるのか

も
ら
っ
た
罹
災
証
明
書
の
種
類

基礎支援金
（被災者生活再建支援法）

加算支援金
（被災者生活再建支援法）

合 計
（支援の合計）

７０．６万円

７０．６万円

３４．３万円

なし

５０万円

なし

なし

なし

なし

１００万円

５０万円

なし

なし

なし

２２０．６万円

なし

１２０．６万円

７０．６万円

３４．３万円

＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝注）被災者生活再建支援金は
単身世帯は右表の４分の３の金額
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専門家が対応
した相談・助言
の圧倒的1位

専門家相談 １１００件の相談に対する助言の多くは公的支援制度

住宅の修理など
今後の再建のための
支援制度の情報を
求める人がいかに
多いかわかるね

出典「令和４年台風１５号災害無料相談 相談データ集計分析結果 2023年４月 静岡県弁護士会
（分析協力：第二東京弁護士会・鈴木秀昌弁護士）に筆者加筆
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「ひさぽ」で検索！
被災者支援情報さぽーとぺーじ

支援制度を確認する
ツールの存在だけでも

知って下さい！

被災者支援カード（おもて）

被災者支援カード（うら）

被災者支援チェックリスト

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

とくに大切な９つの
被災者支援制度だけでも

ざっと眺める！

その人の罹災証明で
使えそうな支援制度を
ざっと確認する！

そのほかにも、使える
支援制度がないか

ざっとチェックする！

ひさぽ（支援情報サイト）を知っていますか？

住宅再建ロードマップも掲載

これらのツールは全て内閣府
が制作した「災害ケースマネ
ジメント実施の手引き」にも

掲載されています

NHKの「避難生活＆住宅再建ガイドブック」
（共同制作）でも「ひさぽ」が掲載されています ➡
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災 害 直 後 修 理 の 実 施 準 備 な ど 修 理 の 実 施

持家を修理 （住まいの再建ロードマップ）

応
急
修
理
制
度
の
検
討

（
準
半
壊
以
上
）

応
急
仮
設
住
宅

の
入
居
検
討

基
礎
支
援
金
の
申
請

（
大
規
模
半
壊
以
上
）

加
算
支
援
金
の
申
請

（
中
規
模
半
壊
以
上
）

修
理
見
積
り

を
複
数
と
る

修
理
契
約

※

応
急
修
理
制
度
を
使
う
場
合
は

事
前
に
自
治
体
に
相
談

修
理
完
了災

害
復
興

住
宅
融
資

の
利
用
検
討

支救

救

支

※

民
間

ロ
ー
ン

の
検
討

OR

ロードマップ作製に際しては、特定非営利活動法人YNFの江崎太郎さん、
災害対応NPO MFPの松山文紀さんに助言いただきました

※ 応急修理制度を使うと、
①修理完了後や
②発災後６か月経過後は
応急仮設住宅（みなし仮設住宅）に入れなくなる可能性があります

雑
損
控
除 

の
申
請
検
討

災
害
援
護
資
金
貸
付 

の
検
討

救

り
災
証
明
書 

の
申
請

写
真
・動
画

で
被
害
撮
影

保
険
・共
済 

の
確
認
・電
話

自
宅
の
片
づ
け
・乾
燥
・消
毒

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
検
討
）

被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度 

の
検
討

救

自
治
体
独
自
の
支
援
制
度
の
確
認

救

支

・・・災害救助法が適用されたとき
※ 災害援護資金貸付は都道府県内に救助法の適用自治体が１つでもあればOK
※ 被災ローン減免制度は、国内にその災害に関する救助法の適用自治体が１つでもあればOK

・・・被災者生活再建支援法が適用されたとき
※ この法律が適用されない場合でも同様の支援金を給付する独自の制度がある都道府県が複数ある

赤字 ・・・支援制度

公
営

住
宅

の
検
討
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修理のロードマップ -あなたが使える支援制度と金額-
災害救助法や被災者生活再建支援法が適用されている場合

発 災 直 後 修 理 準 備 修 理 実 施

義援金 貸付 さまざま 支援金 支援金 税金減免借金減免 修理補助 住まい

大規模
半壊

中規模
半壊

半壊

準半壊

一部損壊

単位：万円

上限１７０
さらに増額も

上限１７０
さらに増額も

上限１７０
さらに増額も

７０．６

７０．６

７０．６

３４．３

５０
（単身３７．５）

上限１２００
（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

１００
（単身７５）

５０
（単身37.5）

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

条件満たせば
使える

条件満たせば
使える

条件満たせば
使える

条件満たせば
使える

条件満たせば
使える

対象になる
ことが多い

対象になる
ことが多い

対象になる
ことが多い

実質どちらかを選択

実質どちらかを選択

実質どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

確定申告

確定申告

確定申告

確定申告

確定申告

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

自治体
の発表
を確認

上限１２００

上限１２００

上限１２００

上限１２００

家財の3分の
1以上の損害

あれば150

家財の3分の
1以上の損害

あれば150

災害復興住宅融資
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大
規
模

半
壊

中
規
模

半
壊

半
壊

準
半
壊

一
部

損
壊

も
ら
っ
た
罹
災
証
明
書
の
種
類

支援合計

２２０．６
万円

なし

１２０．６
万円

７０．６
万円

３４．３
万円

実際の修理
では、たとえば
半壊被害でも
５００万円～
１０００万円
程度の修理額
になっている
例も多い

全
く
修
理
金
額
に
足
り
な
い
！

そこで

応急修理制度
での修理方法
を工夫したり

あるいは

「住宅QQ案件」と名付けた
最低限の生活空間を作るための
ボランティアスキームを試したり
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応急修理制度
（災害救助法の適用が必要）

（使える対象箇所は？Q&A） ＊内閣府防災担当Q&A参考

Q 使える対象の基本は？
居室・台所・トイレ等の日常生活に必要な箇所

Q エコキュート、給湯器は？
浸水により壊れていれば対象。エアコン室外機はNG

Q 破損なくても床上浸水による汚泥堆積で、悪臭ごと
れなかったり、カビが生えるなどの場合は？
汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や壁については、応急

修理の対象となる。
Q 畳の交換は対象か？

畳だけの交換だとNG。床も一緒に交換ならOK
Q 修理に伴い廃棄するものの処分費用は対象か？

対象となる
Q 畳をフローリングに交換するのは？
  OK（ただし、床暖房などの追加設備は自己負担）

Q 床下の断熱材の交換は？
 対象となる

Q 浸水した床・壁の修繕は？（断熱材、石膏ボードの
張替など）

対象となる
Q ドア、ふすま、障子などは？

浸水で損壊していればOK（ふすま、障子の張替だけならNG）

３４．３万円

７０．６万円
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罹
災
証
明
書
の
申
請

自
治
体
に
よ
る
被
害
調
査

罹
災
証
明
書
の
交
付

全壊

大規模
半壊

中規模
半壊

半壊

準半壊

一部損壊

判
定
ご
と
に
様
々
な
支
援
制
度
へ

重い

軽い

申請主義！
調査方法は
複数ある！

再調査申請
もできる！

使える支援制度はもらった罹災証明書でだいたい決まる
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外
壁
な
ど
が
損
傷
し
て
い
る
か
？

土
石
流
や
、堤
防
決
壊
な
ど
の
「
外
力
」で

＋

浸
水
被
害

はい

出典「水害にあったときに」

右の「第一次
調査」で判定

右の「第二次
調査」で判定

片づけたり、痕跡が消
えてしまう前に、あら
ゆる場所を写真・
動画で撮影

水災の場合の罹災証明の調査
方法（木造・プレハブ・２階建）

いいえ

↑準半壊から半壊になると６００万円ほど支援が増えることも

判定が高くなる
ほど、修理に
使える金額が

増える



全壊

大規模
半壊

中規模
半壊

半壊

準半壊

一部損壊

罹災証明書の判定には再調査も申請できる！

基本、建物の壊れ
具合を100点満点
で調査して点数ご
とに判定が決まる

50点以上

40～49点

30～39点

20～29点

10～19点

9点以下

100点満点の壊れ度テスト
↓ 建物の部位ごとに点数がふってある

自分の点数が書いた調
査票は自治体によっては
コピーをもらえます（少な
くとも調査結果の点数を
聞きましょう）

襖、ドア、サッシ、障子など

水回り、給湯器など

特に、床や建具、内壁、設
備などに注意。浸水で交換
が必要なのに、低い点数し
かついていないようなら再
調査申請を検討。

修理見積書での専門家の
所見記載、理由記載が
とても大切になります。

認定がおかしいと思ったら
この内閣府の判定基準と

照らし合わせてみる
丸印は水害時にとくに
ポイントとなる部位
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床のポイント 罹災証明の判定調査（住家被害認定調査）

内閣府HP

この手引きを形式的にあてはめると
見てすぐわかるような物理的損傷がない場合は、
ほんとど損壊評価がされない
（＝点数がつかない ＝罹災証明書の判定が低くなる）

ポイント①
床の部材の性質や断熱材などの存在により
浸水後再利用できず経済的効用を喪失し
全面交換しないといけない場合
➡ その旨を修理見積書に書いて（建築士意見書

も可）、ⅣやⅤで評価するよう再調査申請

ポイント②
この規定（Ⅳにできる）の最大活用。実際に床を
上げているか、ではなく、その必要があるかをみる
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建具のポイント 罹災証明の判定調査（住家被害認定調査）

内閣府HPこの手引きを形式的にあてはめると
見てすぐわかるような物理的損傷がない場合は、
ほんとど損壊評価がされない
（＝点数がつかない ＝罹災証明書の判定が低くなる）

ポイント①
床のときと同様、建具の部材の性質などにより
浸水後再利用できず経済的効用を喪失し交換し
ないといけない場合（その時点の見た目は関係ない！）
➡ その旨を修理見積書に書いて（建築士意見

書も可）、Ⅴで評価するよう再調査申請

ポイント②
全体の何割がⅤになるかを示す必要があるので、
面倒でも、１階の建具の個数を調査票から数え
そのうち使えない建具の数を示す
例） １０個の建具のうち５個がⅤの損壊＝５０％
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内壁のポイント 罹災証明の判定調査（住家被害認定調査）

内閣府HP

ポイント①
この内閣府のマニュアル文言を最大限活用！
特に中の断熱材（グラスウール）が吸水した場合
再利用できません。全面交換になるので、全面が
Ⅴで評価される必要あり。

ポイント②
上と共通しますが、床上１０ｃｍでも浸水した場合、
内壁の全面積（１００％）を損壊したとして判定す
る自治体も普通に存在
（一部でも損壊した場合、内壁は全面交換せざる
を得ないという理由と、断熱材を通じて実際の浸
水よりも上まで水が上ることなどが理由です）
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設備のポイント 罹災証明の判定調査（住家被害認定調査）

内閣府HP

ポイント
全体に非常にわかりにくいですが
単純に

浴室 ＝再利用不可で交換必要なら３点
キッチン ＝再利用不可で交換必要なら３点

（特にシステムキッチンは合板部分が
浸水後交換不可避になります）

※なお、修繕必要だが再利用可能なら２点
汚損や配管詰まりは１点

その他 トイレ、給湯器、ベランダなどそれぞれ
１点ずつつけられて、
最大１０点まで損壊評価がつけられる
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浸水木造家屋の調査票の見方メモ

・「主要階」と「その他階」の外観・内壁・床・柱・屋根・天井・建具の
各項目について、被害程度（無被害～程度V）と面積率が判定され
ている（↑の建具だと、主要階は程度Ⅰが10％＋60％＝70％、程度
Ⅲが10％＋20％＝30％の判定。その他階は無被害100％。面積率
は合計すると各階必ず100％になるはず。）

※ 主要階…「１階もしくは１階以外の階で台所・食堂・居間の全て
を有する階」

・〇で囲まれた数字を合計した「計」に、主要階の建具であれば表の
右上の主要階の床面積率0.7を掛けると、その項目の基礎点数（ｂ）
になる（建具 1＋1＋2＝計4 ×0.7＝2.8）
※ 面積率は、外壁・内壁・床・柱・天井・建具は「床」の面積率を、屋

根は「屋根」の面積率を掛ける。

※ 「設備」は面積率を掛けない（浴室最大３点、台所最大３点、その
他最大４点で、主要階とその他階とで配点する）

※ ここからさらに調整→次ページへ

主要階

その他階

出典 静岡県弁護士会 弁護士植松真樹 2023/7/12
（内閣府資料に加筆）
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四捨五入 主要階は×1.25
四捨五入

・①各項目の基礎点数（ｂ）を四捨五入した数値（ｄ）と、②各項目の基礎点数
（ｂ）に主要階は1.25（その他階は0.5）を掛け、四捨五入した数値（ｇ）の③全
項目の合計の大きい方が、最終的な住宅の判定値となる
（その他階にも損害がある場合は表の指示に従って計算していく）

例）この事例の床が100％程度Ⅲ（上記の計算では２７点のうち床４点）
→ 100％程度Ⅳに上がると、
基礎点数は 8×0.7 ＝ 5.6
①四捨五入して６ 合計は ２４
②5.6×1.25＝7
四捨五入して７ 合計は ３０

③上記①と②の合計が大きいほうで３０点＝中規模半壊に。

８

5.6

出典 静岡県弁護士会 弁護士植松真樹 2023/7/12
（内閣府資料に加筆）
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